
○
告

示

事

業

名

地
区
名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

（
区
画
整
理
）

豊
後
大
野
西

部
二
期
地
区

令
五
・

三
・
三
一
か
ら

令
五
・

四
・
二
〇
ま
で

豊
後
大
野
市
役

所

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
地
域

認
証
年
月
日

大
分
市

令
元
・
六
・
二
〇
か
ら

令
三
・
三
・
五
ま
で

大
分
市
弁
天
三
〜
四

丁
目
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

大
分
市
弁
天
三
〜
四

丁
目

令
五
・

三
・

八

別
府
市

令
元
・
五
・
二
七
か
ら

令
三
・
三
・
一
五
ま
で

別
府
市
大
字
鶴
見
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

別
府
市
大
字
鶴
見
の

一
部

令
五
・

三
・

八

中
津
市

平
三
〇
・
四
・
一
か
ら

令
三
・
三
・
二
六
ま
で

中
津
市
耶
馬
溪
町
大

字
山
移
の
一
部
の
地

籍
図
及
び
地
籍
簿

中
津
市
耶
馬
溪
町
大

字
山
移
の
一
部

令
五
・

三
・

八

中
津
市

平
三
一
・
四
・
一
か
ら

令
三
・
三
・
二
六
ま
で

中
津
市
本
耶
馬
渓
町

東
谷
の
一
部
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

中
津
市
本
耶
馬
渓
町

東
谷
の
一
部

令
五
・

三
・

八

告

示

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定
及
び
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

津
波
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
区
域
の
変
更
（
四
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

重
量
指
定
道
路
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

高
さ
指
定
道
路
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

大
分
県
土
地
利
用
基
本
計
画
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示

投
錨
し
て
行
う
船
釣
り
の
禁
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

あ
み
等
の
ま
き
え
を
使
用
し
て
行
う
船
釣
り
及
び
当
該
船
釣
り
に
係
る
遊
漁
案
内
行
為
の
禁
止
…
…
…
…
八

大
分
県
海
域
に
お
け
る
あ
み
等
の
ま
き
え
の
使
用
の
禁
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

投
錨
し
て
行
う
船
釣
り
及
び
あ
み
の
ま
き
え
を
使
用
し
て
行
う
船
釣
り
の
禁
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

伊
予
灘
及
び
豊
後
水
道
北
部
に
お
け
る
ま
こ
が
れ
い
の
採
捕
の
禁
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

豊
後
水
道
北
部
に
お
け
る
い
さ
き
の
採
捕
の
禁
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

病
院
局
告
示

指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

大
分
県
告
示
第
百
三
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営

土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
四
十
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地

籍
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令

和

五

年

第
三
九
六
号

三
月
三
十
一
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



佐
伯
市

令
元
・
七
・
九
か
ら
令

三
・
三
・
八
ま
で

佐
伯
市
大
字
青
山
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

佐
伯
市
大
字
青
山
の

一
部

令
五
・

三
・

八

杵
築
市

平
三
一
・
一
・
二
九
か

ら
令
三
・
三
・
四
ま
で

杵
築
市
山
香
町
大
字

日
指
の
一
部
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

杵
築
市
山
香
町
大
字

日
指
の
一
部

令
五
・

三
・

八

玖
珠
郡
玖
珠

町

令
二
・
七
・
一
七
か
ら

令
四
・
二
・
一
ま
で

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字

山
下
の
一
部
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字

山
下
の
一
部

令
五
・

三
・

八

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

県
道
山
香
国

見
線

豊
後
高
田
市
一
畑
字
一
里
迫
一
六
六
番

一
○
地
先
内

前

メ
ー
ト
ル

四
○
・
五

〜
二
二
・
○

メ
ー
ト
ル

一
三
一
・
七

豊
後
高
田
市
一
畑
字
一
里
迫
一
六
六
番

二
七
か
ら

豊
後
高
田
市
一
畑
字
一
里
迫
一
六
六
番

二
六
ま
で

後

四
○
・
六

〜
二
二
・
○

一
三
一
・
七

県
道
地
蔵
峠

小
田
原
線

豊
後
高
田
市
黒
土
字
三
畑
大
ケ
平
二
五

一
二
番
一
か
ら

豊
後
高
田
市
長
岩
屋
字
一
ノ
払
一
八
四

五
番
四
地
先
ま
で

前

四
一
・
○

〜
一
二
・
五

二
五
五
・
三

豊
後
高
田
市
黒
土
字
三
畑
大
ケ
平
二
五

一
二
番
一
か
ら

豊
後
高
田
市
長
岩
屋
字
一
ノ
払
一
八
四

五
番
四
ま
で

後

五
二
・
五

〜
一
二
・
五

二
五
五
・
三

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

備
考

県
道
下
恵
良

九
重
線

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
松
木
字

塚
野
三
一
五
六
番
一
地
先
か

ら玖
珠
郡
九
重
町
大
字
松
木
字

折
目
代
三
一
七
六
番
七
地
先

ま
で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

一
九
・
六

〜

六
・
四

メ
ー
ト
ル

二
九
五
・
三

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
松
木
字

塚
野
三
一
五
六
番
四
か
ら

後

Ａ

三
〇
・
六

〜

八
・
一

二
九
五
・
三

大
分
県
告
示
第
百
四
十
一
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

津
波
災
害
警
戒
区
域

佐
伯
市
、
臼
杵
市
及
び
津
久
見
市
の
区
域
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

基
準
水
位

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
大
分
県
土
木
建
築
部
建
設
政
策
課
、
臼
杵
土
木
事
務
所
及
び
佐
伯
土
木
事

務
所
並
び
に
関
係
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
s://

w
w
w
.p
ref.o

ita.jp
/site/tsu

n
am
i-keikaiku

iki/

）
に
て
公
開
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
百
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
四
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



玖
珠
郡
九
重
町
大
字
松
木
字

折
目
代
三
一
七
六
番
七
ま
で

Ｂ

三
〇
・
六

〜

八
・
一

二
九
三
・
一

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

県
道
宝
珠
山

日
田
線

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
東
山
神
一
二
〇

〇
番
二
か
ら

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
東
山
神
一
二
〇

〇
番
四
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

三
九
・
一

〜

七
・
一

メ
ー
ト
ル

六
四
・
九

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
東
山
神
一
二
〇

〇
番
二
か
ら

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
東
山
神
一
二
〇

〇
番
四
地
先
ま
で

後

三
九
・
一

〜

七
・
一

六
四
・
九

県
道
西
大
山

大
野
日
田
線

日
田
市
大
山
町
西
大
山
字
中
シ
マ
六
〇

五
〇
番
一
四
か
ら

日
田
市
大
山
町
西
大
山
字
中
津
尾
六
〇

六
六
番
一
ま
で

前

六
六
・
〇

〜
一
四
・
〇

九
四
・
〇

日
田
市
大
山
町
西
大
山
字
中
シ
マ
六
〇

五
〇
番
一
一
か
ら

日
田
市
大
山
町
西
大
山
字
中
津
尾
六
〇

六
六
番
一
ま
で

後

六
六
・
〇

〜
一
四
・
〇

一
四
四
・
〇

一
般
国
道
四

大
分
市
大
字
下
原
字
岩
下
一
五
七
八
番

か
ら

大
分
市
大
字
下
原
字
岩
下
一
六
三
二
番

一
ま
で

前

四
九
・
八

〜
三
六
・
四

五
一
・
五

四
二
号

大
分
市
大
字
下
原
字
岩
下
一
五
七
八
番

か
ら

大
分
市
大
字
下
原
字
岩
下
一
五
七
四
番

ま
で

後

四
六
・
〇

〜
三
二
・
六

四
五
・
六

県
道
東
山
庄

内
線

別
府
市
大
字
東
山
字
上
ノ
塔
一
三
六
番

二
か
ら

別
府
市
大
字
東
山
字
宮
ノ
前
一
二
六
二

番
ま
で

前

七
・
七

〜

四
・
四

一
一
六
・
〇

後

二
一
・
九

〜

七
・
一

一
一
六
・
〇

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

県
道
天
瀬
阿

蘇
線

日
田
市
上
津
江
町
川
原
字
ク
レ
コ
ノ
四

七
四
九
番
八
地
先
か
ら

日
田
市
上
津
江
町
川
原
字
道
ノ
上
下
四

七
三
九
番
一
四
地
先
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

二
〇
・
〇

〜

六
・
三

メ
ー
ト
ル

八
一
・
二

日
田
市
上
津
江
町
川
原
字
ク
レ
コ
ノ
四

七
四
九
番
八
か
ら

日
田
市
上
津
江
町
川
原
字
道
ノ
上
下
四

七
三
九
番
一
四
ま
で

後

三
八
・
〇

〜

六
・
三

八
一
・
二

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

大
分
県
告
示
第
百
四
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
四
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
四
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
宝
珠
山
日
田
線

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
東
山
神
一
二
〇
〇
番
二
か
ら

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
東
山
神
一
二
〇
〇
番
四
地
先

ま
で

令
五
・

三
・
三
一

県
道
小
畑
日
田
線

日
田
市
大
字
高
瀬
字
シ
テ
四
三
九
番
四
か
ら

日
田
市
大
字
高
瀬
字
シ
テ
四
六
二
番
七
ま
で

令
五
・

三
・
三
一

県
道
西
大
山
大
野
日
田
線

日
田
市
大
山
町
西
大
山
字
中
シ
マ
六
〇
五
〇
番
一
一

か
ら

日
田
市
大
山
町
西
大
山
字
中
津
尾
六
〇
六
六
番
一
ま

で

令
五
・

三
・
三
一

県
道
別
府
山
香
線

速
見
郡
日
出
町
大
字
南
畑
字
柳
川
内
一
二
一
五
番
一

二
か
ら

速
見
郡
日
出
町
大
字
南
畑
字
下
ノ
平
一
五
九
二
番
六

ま
で

令
五
・

三
・
三
一

県
道
東
山
庄
内
線

別
府
市
大
字
東
山
字
上
ノ
塔
一
三
六
番
二
か
ら

別
府
市
大
字
東
山
字
宮
ノ
前
一
二
六
二
番
ま
で

令
五
・

三
・
三
一

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道
一
九
七
号

大
分
市
大
字
政
所
字
宮
迫
三
七
一
七
番
三
か
ら

大
分
市
大
字
政
所
字
宮
迫
三
七
七
五
番
一
ま
で

令
五
・

三
・
三
一

一
般
国
道
四
四
二
号

大
分
市
大
字
今
市
字
早
田
七
四
二
番
三
か
ら

大
分
市
大
字
今
市
字
北
向
九
五
二
番
地
先
ま
で

令
五
・

三
・
三
一

県
道
別
府
湯
布
院
線

由
布
市
湯
布
院
町
川
北
字
高
原
八
九
四
番
九
八
一
地

内

令
五
・

三
・
三
一

県
道
天
瀬
阿
蘇
線

日
田
市
上
津
江
町
川
原
字
ク
レ
コ
ノ
四
七
四
九
番
八

か
ら

日
田
市
上
津
江
町
川
原
字
道
ノ
上
下
四
七
三
九
番
一

四
ま
で

令
五
・

三
・
三
一

県
道
朝
田
日
田
線

日
田
市
前
津
江
町
柚
木
字
宇
久
米
ノ
六
六
〇
番
三
地

内

令
五
・

三
・
三
一

県
道
飯
田
高
原
中
村
線

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
田
野
字
二
俣
木
六
八
〇
番
四
五

か
ら

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
田
野
字
二
俣
木
六
七
五
番
五
五

ま
で

令
五
・

三
・
三
一

県
道
玖
珠
山
国
線

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
古
後
字
柚
ノ
木
一
六
五
番
八
か

ら玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
古
後
字
柚
ノ
木
一
八
六
番
一
地

先
ま
で

令
五
・

三
・
三
一

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

区

間

指
定
す
る
期
日

一
般
国
道
二
一
二
号

日
田
市
本
庄
町
二
七
番
一
地
先
か
ら

日
田
市
本
町
一
〇
〇
番
一
一
地
先
ま
で

令
五
・

四
・

一

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
四
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
四
十
八
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、
通

行
す
る
車
両
の
総
重
量
の
最
高
限
度
が
車
両
の
長
さ
及
び
軸
距
に
応
じ
最
大
二
十
五
ト
ン
で
あ
る
道
路
を
次

の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
四
十
九
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
通
行

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四



道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

区

間

指
定
す
る
期
日

県
道
右
田
引
治
線

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
右
田
字
谷
尻
一
八
九
四
番
二
地

先
か
ら

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
引
治
字
原
田
五
八
三
番
四
ま
で

令
五
・

四
・

一

県
道
天
瀬
阿
蘇
線

日
田
市
上
津
江
町
上
野
田
字
黒
石
一
〇
九
九
番
五
地

先
か
ら

日
田
市
上
津
江
町
上
野
田
字
尾
ノ
獄
一
一
〇
八
番
四

ま
で

県
道
大
分
臼
杵
線

大
分
市
上
野
町
二
九
九
七
番
二
地
先
か
ら

大
分
市
大
字
下
郡
字
丁
畑
三
一
五
三
番
一
六
ま
で

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

指
定
区

域
の
名

称

所

在

地

市
町
村

大

字

字

地

番

又

は

区

域

蔵
人

別
府
市

南
立
石

蔵
人

台

一
〇
五
番
一
、
一
〇
五
番
二
、
一
〇
六
番
か
ら
一
〇
九
番
ま

で
、
一
一
〇
番
一
か
ら
一
一
〇
番
四
ま
で
、
一
一
一
番
、
一
一

二
番
一
、
一
一
二
番
二
、
一
一
二
番
四
、
一
一
三
番
一
、
一
一

三
番
二
、
一
一
四
番
、
一
一
六
番
、
一
一
七
番
一
、
一
一
七
番

二
、
一
一
八
番
、
一
一
九
番
一
、
一
二
〇
番
一
、
一
二
〇
番
二

の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、

一
二
〇
番
三
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側

の
部
分
）
、
一
二
〇
番
四
、
一
二
〇
番
一
一
の
一
部
（
標
柱
一

号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
一
二
〇
番
一
三
の

一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
及
び

一
二
〇
番
一
四

一
三
九
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
か
ら
三
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ

線
の
東
側
の
部
分
）
、
一
四
二
番
二
、
一
四
三
番
二
の
一
部

（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
一
四
三

番
四
の
一
部
（
標
柱
二
号
か
ら
四
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
の

東
側
の
部
分
）
、
一
四
三
番
五
の
一
部
（
標
柱
三
号
か
ら
五
号

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
一
四
三
番
六
の
一

部
（
標
柱
四
号
か
ら
六
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部

分
）
、
一
四
三
番
七
、
一
四
三
番
八
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二

号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
一
四
三
番
九
、
一
四
三
番

一
〇
、
一
四
三
番
一
三
、
一
四
三
番
一
四
、
一
四
三
番
一
六
、

一
四
三
番
一
七
の
一
部
（
標
柱
五
号
と
六
号
を
結
ん
だ
線
の
南

側
の
部
分
）
、
一
四
三
番
一
九
、
一
四
三
番
二
〇
、
一
四
四
番

一
か
ら
一
四
四
番
四
ま
で
、
一
四
五
番
、
一
四
六
番
一
の
一
部

（
標
柱
五
号
と
六
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
一
四
六

番
二
の
一
部
（
標
柱
五
号
と
六
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部

分
）
、
一
四
六
番
三
の
一
部
（
標
柱
五
号
と
六
号
を
結
ん
だ
線

の
南
側
の
部
分
）
、
一
四
六
番
四
の
一
部
（
標
柱
五
号
と
六
号

す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
、
併
せ
て
、
同
令

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト

ル
以
下
の
車
両
の
通
行
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

指
定
す
る
道
路
の
種
類
、
区
間
及
び
指
定
す
る
期
日

二

通
行
方
法

一
の
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
は
、
次
の
通

行
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①

走
行
位
置
の
指
定

ト
ン
ネ
ル
等
の
上
空
障
害
箇
所
で
は
、
車
両
又
は
車
両
に
積
載
す
る
貨
物
が
建
築
限
界
を
侵
す
お
そ

れ
が
あ
る
の
で
、
車
線
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
走
行
す
る
と
と
も
に
、
道
路
に
隣
接
す
る
施
設
等
に

出
入
り
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
車
線
か
ら
は
み
出
す
場
合
は
、
標
識
や
樹
木
等
の
上
空
障
害
物
に
接
触

し
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
。

②

後
方
警
戒
措
置

後
方
車
両
に
対
し
十
分
な
車
間
距
離
を
取
ら
せ
、
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
横
寸
法
〇
・
二

三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
又
は
横
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦

寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
地
が
黒
色
の
板
等
に
黄
色
の
反
射
塗
装
そ
の
他
反
射
性
を
有
す
る

材
料
で
「
背
高
」
と
表
示
し
た
標
識
を
、
車
両
の
後
方
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
げ
る
こ
と
。

③

道
路
情
報
の
収
集

道
路
の
状
況
は
、
工
事
の
実
施
等
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
道
路
情
報
を

収
集
し
、
上
空
障
害
箇
所
の
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
走
行
す
る
こ
と
。

大
分
県
告
示
第
百
五
十
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五



御
堂
原

温
川

を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
及
び
一
四
七
番
の
一
部
（
標
柱

五
号
と
六
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）

六
五
六
番
か
ら
六
五
七
番
九
ま
で
、
六
五
八
番
、
六
五
九
番

一
、
六
五
九
番
二
及
び
六
六
〇
番
一

六
七
五
番
一
の
一
部
（
標
柱
七
号
と
八
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側

の
部
分
）
及
び
六
七
五
番
二
の
一
部
（
標
柱
七
号
と
八
号
を
結

ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）

芝
尾

由
布
市

挾
間
町

谷鬼
崎

南
生
田

原芝
尾

三
三
〇
番
の
一
部
（
標
柱
六
号
と
七
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の

部
分
）
、
三
三
一
番
一
、
三
三
一
番
三
、
三
三
三
番
一
、
三
三

三
番
二
、
三
三
三
番
四
、
三
三
四
番
、
三
四
四
番
、
三
四
五
番

一
及
び
三
四
五
番
二

二
六
〇
三
番
一
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
東

側
の
部
分
）
、
二
六
〇
三
番
二
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を

結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
二
六
〇
四
番
一
の
一
部
（
標
柱

二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
二
六
〇
四
番
二

の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、

二
六
〇
五
番
か
ら
二
六
〇
七
番
二
ま
で
、
二
六
〇
七
番
三
の
一

部
（
標
柱
六
号
と
七
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
二
六

〇
七
番
四
、
二
六
〇
八
番
、
二
六
一
〇
番
か
ら
二
六
一
一
番
三

ま
で
、
二
六
一
二
番
一
の
一
部
（
標
柱
一
号
か
ら
三
号
ま
で
を

順
次
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
二
六
二
六
番
二
の
一
部

（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
二
六
三

三
番
一
、
二
六
三
四
番
一
、
二
六
三
四
番
二
、
二
六
三
八
番
か

ら
二
六
三
九
番
一
ま
で
、
二
六
四
〇
番
二
、
二
六
六
四
番
一
、

二
六
六
六
番
、
二
六
六
八
番
一
、
二
六
六
九
番
一
か
ら
二
六
七

一
番
ま
で
、
二
六
七
二
番
の
一
部
（
標
柱
六
号
と
七
号
を
結
ん

だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
二
六
七
三
番
の
一
部
（
標
柱
六
号
と

七
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
二
六
七
四
番
一
、
二
六

七
四
番
二
、
二
六
七
五
番
、
二
六
七
九
番
一
、
二
六
八
〇
番
か

ら
二
六
八
二
番
四
ま
で
及
び
二
六
八
四
番

津
久
見

浦

津
久
見

市

津
久
見

浦

梅
夫
山

及
び
無

田

次
の
一
点
と
二
点
を
平
成
三
十
一
年
大
分
県
告
示
第
一
〇
三
号

で
指
定
し
た
土
地
の
境
界
線
に
沿
っ
て
結
ん
だ
線
及
び
二
点
か

ら
七
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
並
び
に
一
点
と
七
点
を
結
ん
だ

線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

一
点

北
緯
三
三
度
〇
四
分
一
四
秒
二
九
五
四

東
経
一
三
一
度
五
二
分
一
三
秒
七
二
〇
一

二
点

北
緯
三
三
度
〇
四
分
一
六
秒
九
九
七
九

東
経
一
三
一
度
五
二
分
一
三
秒
七
七
四
八

三
点

北
緯
三
三
度
〇
四
分
一
六
秒
五
八
〇
一

東
経
一
三
一
度
五
二
分
一
四
秒
二
九
九
四

四
点

北
緯
三
三
度
〇
四
分
一
六
秒
五
一
〇
二

東
経
一
三
一
度
五
二
分
一
四
秒
一
〇
三
四

五
点

北
緯
三
三
度
〇
四
分
一
六
秒
四
〇
五
五

東
経
一
三
一
度
五
二
分
一
四
秒
一
三
三
四

六
点

北
緯
三
三
度
〇
四
分
一
六
秒
四
二
四
六

東
経
一
三
一
度
五
二
分
一
四
秒
三
〇
七
三

七
点

北
緯
三
三
度
〇
四
分
一
四
秒
七
八
〇
一

東
経
一
三
一
度
五
二
分
一
五
秒
五
三
〇
七

大
恩
寺

豊
後
大

野
市
朝

地
町

板
井
迫

石
田

九
六
〇
番
一
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側

の
部
分
）
、
九
六
一
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
か
ら
三
号
ま
で
を

順
次
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
九
六
二
番
、
九
六
三
番
一

の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、

九
六
八
番
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の

部
分
）
、
九
六
九
番
一
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ

線
の
北
側
の
部
分
）
、
九
七
〇
番
一
か
ら
九
七
〇
番
三
ま
で
、

九
七
〇
番
四
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側

の
部
分
）
、
九
七
一
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ

線
の
南
側
の
部
分
）
、
九
八
二
番
二
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二

号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
九
八
二
番
四
の
一
部
（
標

柱
五
号
、
一
号
及
び
二
号
を
順
次
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部

分
）
、
九
八
四
番
一
の
一
部
（
標
柱
五
号
と
一
号
を
結
ん
だ
線

の
東
側
の
部
分
）
、
九
八
八
番
一
の
一
部
（
標
柱
四
号
、
五
号

及
び
一
号
を
順
次
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
九
八
九
番
の

一
部
（
標
柱
五
号
と
一
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
九

九
〇
番
の
一
部
（
標
柱
五
号
と
一
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部

分
）
、
九
九
一
番
、
九
九
二
番
一
の
一
部
（
標
柱
四
号
と
五
号

を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
九
九
二
番
二
、
九
九
三
番
の

一
部
（
標
柱
四
号
と
五
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
九

九
五
番
の
一
部
（
標
柱
三
号
か
ら
五
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線

の
北
側
の
部
分
）
及
び
一
〇
七
二
番
一
の
一
部
（
標
柱
二
号
か

ら
四
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）

田
の
平

玖
珠
郡

玖
珠
町

戸
畑

田
の
平

二
三
六
一
番
一
、
二
三
六
一
番
二
、
二
三
六
二
番
の
一
部
（
標

柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
二
三
六
六

番
、
二
三
六
七
番
一
、
二
三
六
七
番
二
の
一
部
（
標
柱
一
号
と

二
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
二
三
六
八
番
、
二
三
六

九
番
、
二
三
七
五
番
一
、
二
三
七
五
番
二
、
二
三
七
六
番
一
、

二
三
七
六
番
二
、
二
三
七
七
番
、
二
三
七
八
番
、
二
三
七
九
番

か
ら
二
三
八
一
番
ま
で
、
二
三
八
五
番
、
二
三
八
九
番
一
、
二

三
八
九
番
二
、
二
三
九
〇
番
、
二
三
九
一
番
、
二
三
九
三
番
一

か
ら
二
三
九
七
番
ま
で
、
二
四
〇
〇
番
か
ら
二
四
〇
二
番
二
ま

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
（
告
示
）

六



梶
面

で
、
二
四
〇
三
番
二
、
二
四
〇
三
番
四
及
び
二
四
〇
四
番
か
ら

二
四
一
二
番
二
ま
で

二
四
五
六
番
一
か
ら
二
四
五
八
番
ま
で
及
び
二
四
五
九
番
二

十
五
駄

玖
珠
郡

玖
珠
町

岩
室

天
神
平

九
五
二
番
一
の
一
部
（
標
柱
一
号
か
ら
三
号
ま
で
を
順
次
結
ん

だ
線
の
南
側
の
部
分
の
う
ち
、
平
成
二
〇
年
大
分
県
告
示
第
三

五
三
号
で
指
定
し
た
区
域
を
除
く
。
）
、
九
五
六
番
一
の
二
の

一
部
（
標
柱
三
号
、
四
号
及
び
一
号
を
順
次
結
ん
だ
線
の
西
側

の
部
分
の
う
ち
、
平
成
二
〇
年
大
分
県
告
示
第
三
五
三
号
で
指

定
し
た
区
域
を
除
く
。
）
及
び
九
五
九
番
一
の
一
部
（
標
柱
二

号
か
ら
四
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）

蔵
人
地
区
、
芝
尾
地
区
、
大
恩
寺
地
区
、
田
の
平
地
区
及
び
十
五
駄
地
区
の
土
地
に
伴
う
国
有
地
等
無
番
地

の
全
部

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

指
定
区

域
の
名

称

所
在
地

指
定
の
区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類

区
域
の

表
示

法
第
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域

等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
十
三

年
政
令
第
八
十
四
号
）
で

定
め
る
事
項

備

考

手
水
野

２

日
田
市

上
津
江

町
上
野

田
及
び

熊
本
県

阿
蘇
郡

小
国
町

黒
渕

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」
は
、

省
略
し
、
日
田
土

木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

指
定
番
号

指

定

位

置

指
定
年
月
日

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

大
土
第
三－

九
号

由
布
市
挾
間
町
古
野
字
吹
上
ツ

ル
一
〇
〇
〇
番
一
及
び
一
〇
〇

六
番
六
並
び
に
一
〇
〇
〇
番
一

地
先
里
道
及
び
一
〇
〇
六
番
六

地
先
水
路

令
五
・

三
・

七

メ
ー
ト
ル

六
・
○
○

メ
ー
ト
ル

一
二
二
・
二
六

○
大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示

大
分
県
告
示
第
百
五
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
五
十
二
号

国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
三

月
七
日
、
次
の
よ
う
に
大
分
県
土
地
利
用
基
本
計
画
の
一
部
を
変
更
し
た
。

な
お
、
変
更
し
た
大
分
県
土
地
利
用
基
本
計
画
図
は
、
大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
土
地
利
用
基
本
計
画
図
の
変
更

一

次
の
市
町
に
お
け
る
森
林
地
域
の
縮
小

大
分
市
、
別
府
市
、
日
田
市
、
佐
伯
市
、
臼
杵
市
、
竹
田
市
、
杵
築
市
、
宇
佐
市
、
豊
後
大
野
市
、

由
布
市
、
日
出
町
、
九
重
町
及
び
玖
珠
町

大
分
県
告
示
第
百
五
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
四
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

び
ょ
う

投
錨
し
て
行
う
船
釣
り
を
禁
止
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長

小

野

眞

一

大
分
県
報
（
告
示
・
大
分
海
区
漁
調
委
告
示
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

七



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

一

禁
止
区
域

次
に
掲
げ
る
イ
か
ら
ト
ま
で
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲

ま
れ
た
海
域

点
イ

神
崎
漁
港
四
十
二
護
岸
に
大
分
県
が
設
置
し
た
標
識
灯

点
ロ

北
緯
三
十
三
度
十
九
分
五
十
四
秒
東
経
百
三
十
一
度
四
十
六
分
五
十
四
秒
（
日
本
測
地
系
で
北
緯

三
十
三
度
十
九
分
四
十
二
秒
東
経
百
三
十
一
度
四
十
七
分
三
秒
）
の
点

点
ハ

北
緯
三
十
三
度
二
十
分
五
十
八
秒
東
経
百
三
十
一
度
五
十
二
分
四
十
三
秒
（
日
本
測
地
系
で
北
緯

三
十
三
度
二
十
分
四
十
六
秒
東
経
百
三
十
一
度
五
十
二
分
五
十
二
秒
）
の
点

点
ニ

点
ハ
か
ら
愛
媛
県
西
宇
和
郡
伊
方
町
赤
崎
鼻
見
通
し
線
上
六
千
三
百
メ
ー
ト
ル
の
点

点
ホ

点
ニ
か
ら
大
分
市
大
字
佐
賀
関
牛
島
見
通
し
線
上
二
千
七
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
点

点
ヘ

点
ホ
と
大
分
市
大
字
佐
賀
関
高
島
東
端
を
結
ん
だ
線
と
大
分
市
大
字
佐
賀
関
関
埼
灯
台
と
愛
媛
県

西
宇
和
郡
伊
方
町
佐
田
岬
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

点
ト

大
分
市
大
字
佐
賀
関
関
埼
灯
台

二

禁
止
期
間

令
和
五
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
五
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
あ
み
等
の
ま

き
え
を
使
用
し
て
行
う
船
釣
り
及
び
当
該
船
釣
り
に
係
る
遊
漁
案
内
行
為
（
以
下
「
ま
き
え
船
釣
り
等
」
と

い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
禁
止
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
種
共
同
漁
業
権
に
基
づ
き
当
該
船
釣
り
を
行
う
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長

小

野

眞

一

（
禁
止
区
域
等
）

一

次
に
掲
げ
る
イ
か
ら
ト
ま
で
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲

ま
れ
た
海
域
。
た
だ
し
、
イ
か
ら
チ
ま
で
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に

よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
に
お
い
て
、
大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
漁

業
調
整
上
支
障
が
な
い
と
し
て
承
認
し
た
船
舶
（
以
下
「
承
認
船
舶
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

点
イ

神
崎
漁
港
四
十
二
護
岸
に
大
分
県
が
設
置
し
た
標
識
灯

点
ロ

北
緯
三
十
三
度
十
九
分
五
十
四
秒
東
経
百
三
十
一
度
四
十
六
分
五
十
四
秒
（
日
本
測
地
系
で
北
緯

三
十
三
度
十
九
分
四
十
二
秒
東
経
百
三
十
一
度
四
十
七
分
三
秒
）
の
点

点
ハ

北
緯
三
十
三
度
二
十
分
五
十
八
秒
東
経
百
三
十
一
度
五
十
二
分
四
十
三
秒
（
日
本
測
地
系
で
北
緯

三
十
三
度
二
十
分
四
十
六
秒
東
経
百
三
十
一
度
五
十
二
分
五
十
二
秒
）
の
点

点
ニ

点
ハ
か
ら
愛
媛
県
西
宇
和
郡
伊
方
町
赤
崎
鼻
見
通
し
線
上
六
千
三
百
メ
ー
ト
ル
の
点

点
ホ

点
ニ
か
ら
大
分
市
大
字
佐
賀
関
牛
島
見
通
し
線
上
二
千
七
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
点

点
ヘ

点
ホ
と
大
分
市
大
字
佐
賀
関
高
島
東
端
を
結
ん
だ
線
と
大
分
市
大
字
佐
賀
関
関
埼
灯
台
と
愛
媛
県

西
宇
和
郡
伊
方
町
佐
田
岬
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

点
ト

大
分
市
大
字
佐
賀
関
関
埼
灯
台

点
チ

東
経
百
三
十
一
度
四
十
九
分
五
十
一
秒
（
日
本
測
地
系
で
東
経
百
三
十
一
度
五
十
分
〇
秒
）
の
経

線
と
大
分
市
の
北
側
海
岸
線
と
の
交
点

点
リ

北
緯
三
十
三
度
十
八
分
十
二
秒
東
経
百
三
十
一
度
四
十
九
分
五
十
一
秒
（
日
本
測
地
系
で
北
緯
三

十
三
度
十
八
分
〇
秒
東
経
百
三
十
一
度
五
十
分
〇
秒
）
の
点

点
ヌ

北
緯
三
十
三
度
十
八
分
五
十
八
秒
東
経
百
三
十
一
度
五
十
六
分
五
十
一
秒
（
日
本
測
地
系
で
北
緯

三
十
三
度
十
八
分
四
十
六
秒
東
経
百
三
十
一
度
五
十
七
分
〇
秒
）
の
点

（
承
認
申
請
者
）

二

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
承
認
（
以
下
「
承
認
」
と
い
う
。
）
申
請
は
、
次
の
者
が
行
う
も
の
と
す

る
。

１

漁
業
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
当
該
船
舶
を
使
用
す
る
漁
業
者

２

遊
漁
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
当
該
船
舶
を
使
用
す
る
遊
漁
者

３

遊
漁
案
内
行
為
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
当
該
船
舶
を
使
用
す
る
遊
漁
船
業
者

（
承
認
対
象
船
舶
）

三

承
認
の
対
象
と
な
る
船
舶
は
、
次
の
船
舶
と
す
る
。

１

第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
海
域
に
お
け
る
ま
き
え
船
釣
り
等
に
関
し
、
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
法

（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
漁
場
利
用
協
定
（
以
下

「
漁
場
利
用
協
定
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
た
団
体
の
構
成
員
が
使
用
す
る
船
舶

２

前
号
の
漁
場
利
用
協
定
と
同
等
の
内
容
の
ま
き
え
船
釣
り
等
の
規
制
を
遵
守
す
る
旨
委
員
会
に
対
し

誓
約
し
た
者
の
使
用
す
る
船
舶

（
漁
場
利
用
協
定
）

四

前
項
第
一
号
の
漁
場
利
用
協
定
は
、
次
の
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

大
分
県
農
林
水
産
部
漁
業
管
理
課
長
の
立
会
い
の
下
に
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

協
定
締
結
の
当
事
者
に
大
分
県
漁
業
協
同
組
合
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
承
認
証
の
交
付
）

五

委
員
会
は
、
承
認
を
し
た
と
き
は
、
ま
き
え
船
釣
り
等
承
認
証
（
以
下
「
承
認
証
」
と
い
う
。
）
を
承

大
分
県
報
（
大
分
海
区
漁
調
委
告
示
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

八
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地

区

い
そ
釣
り
の
あ
み
（
お

き
あ
み
を
含
む
。
）
の

ま
き
え
の
使
用
禁
止
区

域

船
釣
り
（
佐
伯
市
鶴
見
地
区
に
お
い
て
は
、
浮
消

波
堤
か
ら
の
釣
り
を
含
む
。
）
の
あ
み
（
お
き
あ

み
を
含
む
。
）
の
ま
き
え
の
使
用
禁
止
区
域

い
そ
釣
り
の

全
て
の
ま
き

え
の
使
用
禁

止
区
域

佐
賀
関
半

島
地
区

一

大
分
市
大
字
佐
賀

関
高
島
全
域

二

大
分
市
大
字
佐
賀

関
牛
島
全
域

関
埼
灯
台
と
愛
媛
県
西
宇
和
郡
伊
方
町
佐
田
岬

を
結
ん
だ
線
と
大
分
市
と
臼
杵
市
と
の
最
大
高
潮

時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
津
久
見
市
地
無

垢
島
西
端
見
通
し
線
と
の
間
に
お
け
る
大
分
市
内

（
高
島
、
牛
島
、
蔦
島
、
平
瀬
及
び
権
現
碆
を
含

む
。
）
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
千
メ
ー
ト
ル

の
距
離
の
線
以
内
の
海
面

津
久
見
市

四
浦
地
区

津
久
見
市
大
字
保
戸

島
と
大
字
四
浦
と
の
境

界
（
と
も
う
ち
ば
え
）

か
ら
津
久
見
市
大
字
四

浦
字
高
浜
の
護
岸
北
端

に
至
る
間
（
沖
い
そ
も

含
む
。
）

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で

結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま

れ
た
海
面

イ

津
久
見
市
大
字
保
戸
島
と
大
字
四
浦
と
の

境
界
（
と
も
う
ち
ば
え
）

ロ

イ
か
ら
佐
伯
市
鶴
見
先
ノ
瀬
見
通
し
線
上

七
百
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

津
久
見
市
大
字
四
浦
字
高
浜
の
高
浜
沖
防

波
堤
北
端

保
戸
島
地

区

津
久
見
市
保
戸
島
（
高
甲
岩
灯
台
が
設
置
さ
れ

た
岩
か
ら
保
戸
島
に
至
る
間
の
諸
島
を
含
む
。
）

の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
七
百
メ
ー
ト
ル
の
距

離
の
線
以
内
の
海
面
。
た
だ
し
、
保
戸
島
と
津
久

見
市
大
字
四
浦
と
の
境
界
（
と
も
う
ち
ば
え
）
か

ら
大
分
市
大
字
佐
賀
関
蔦
島
東
端
見
通
し
線
及
び

同
境
界
か
ら
佐
伯
市
鶴
見
先
ノ
瀬
見
通
し
線
以
西

の
海
面
を
除
く
。

津
久
見
市
保

戸
島
（
高
甲

岩
灯
台
が
設

置
さ
れ
た
岩

か
ら
保
戸
島

に
至
る
間
の

諸
島
及
び
沖

い
そ
を
含

む
。
）

津
久
見
市

無
垢
島
と

同
市
保
戸

島
と
の
間

の
海
域

（
ス
カ
漁

場
）

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
イ
の
各
点
を
順
次
に

直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域
内
の

海
面
の
う
ち
、
世
界
測
地
系
で
北
緯
三
十
三
度
八

分
十
二
秒
（
日
本
測
地
系
で
北
緯
三
十
三
度
八

分
）
以
南
の
海
面
。
た
だ
し
、
津
久
見
市
保
戸
島

（
高
甲
岩
灯
台
が
設
置
さ
れ
た
岩
か
ら
保
戸
島
に

至
る
間
の
諸
島
を
含
む
。
）
の
最
大
高
潮
時
海
岸

線
か
ら
七
百
メ
ー
ト
ル
の
距
離
の
線
以
内
の
海
面

を
除
く
。

イ

津
久
見
市
沖
無
垢
島
東
端

ロ

津
久
見
市
保
戸
島
高
甲
岩
灯
台

ハ

津
久
見
市
大
字
四
浦
間
元
鼻

ニ

津
久
見
市
地
無
垢
島
西
端

佐
伯
市
鶴

見
地
区

一

佐
伯
市
鶴
見
梶
寄

大
碆
か
ら
同
市
鶴
見

と
同
市
米
水
津
と
の

境
界
に
至
る
間
（
沖

い
そ
も
含
む
。）

二

佐
伯
市
鶴
見
梶
寄

浦
地
蔵
埼
先
端
か
ら

同
市
鶴
見
丹
賀
浦
女

一

佐
伯
市
鶴
見
宇
戸
島
の
頂
上
か
ら
真
方
位
零

度
の
線
と
、
同
市
鶴
見
と
同
市
米
水
津
と
の
最

大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
真
方

位
八
十
三
度
の
線
と
の
間
に
お
け
る
同
市
鶴
見

内
（
大
島
、
高
手
島
、
小
間
島
及
び
先
ノ
瀬
を

含
む
。
）
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
千
メ
ー

ト
ル
の
距
離
の
線
以
内
の
海
面
。
た
だ
し
、
次

の
海
面
を
除
く
。

認
申
請
者
に
交
付
す
る
。

（
承
認
証
の
備
付
義
務
）

六

承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
船
舶
を
使
用
し
て
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
海
域
に
お
い
て
ま
き
え

船
釣
り
等
を
行
う
と
き
は
、
承
認
証
を
承
認
船
舶
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
摘
事
項
の
遵
守
）

七

承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
船
舶
を
使
用
し
て
行
う
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
海
域
に
お
け
る
ま

き
え
船
釣
り
等
に
関
し
、
委
員
会
が
漁
業
調
整
上
必
要
と
認
め
て
指
摘
し
た
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
承
認
の
取
消
し
）

八

委
員
会
は
、
漁
業
調
整
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
こ
の
指
示
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た

と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
取
扱
要
領
）

九

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
承
認
等
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

十

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
五
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
六
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
県
海
域

に
お
け
る
あ
み
等
の
ま
き
え
の
使
用
を
次
の
と
お
り
禁
止
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長

小

野

眞

一

一

禁
止
区
域

大
分
県
報
（
大
分
海
区
漁
調
委
告
示
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

九



郎
埼
先
端
に
至
る
間

（
沖
い
そ
も
含
む
。）

１

大
島
壇
の
鼻
と
立
花
崎
を
直
線
で
結
ん
だ

線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ

た
海
面

２

宇
戸
島
の
頂
上
か
ら
真
方
位
零
度
の
線

と
、
同
島
頂
上
か
ら
高
手
島
西
端
見
通
し
線

と
の
間
に
お
け
る
、
佐
伯
市
鶴
見
内
（
高
手

島
及
び
小
間
島
を
除
く
。
）
の
最
大
高
潮
時

海
岸
線
か
ら
千
メ
ー
ト
ル
の
距
離
の
線
以
内

の
海
面

二

佐
伯
市
鶴
見
岩
瀬
を
中
心
と
し
て
半
径
千

メ
ー
ト
ル
の
円
で
囲
ま
れ
た
海
面
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注

大
分
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
二
年
大
分
県
規
則
第
六
十
六
号
）
第
三
十
四
条
の
表
の
第
五
号
及

び
第
四
十
条
に
掲
げ
る
区
域
を
除
く
。

二

禁
止
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
七
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

投
錨
し
て
行
う
船
釣
り
（
い
か
釣
り
を
除
く
。
）
及
び
あ
み
（
お
き
あ
み
を
含
む
。
）
の
ま
き
え
を
使
用
し

て
行
う
船
釣
り
を
禁
止
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長

小

野

眞

一

一

禁
止
区
域

共
第
二
十
九
号
共
同
漁
業
権
漁
場
区
域
内
。
た
だ
し
、
大
分
市
大
字
佐
賀
関
高
島
東
端
か
ら
津
久
見
市

沖
無
垢
島
東
端
を
見
通
し
た
線
の
延
長
線
以
西
の
区
域
で
、
次
の
点
イ
か
ら
点
ロ
ま
で
の
間
の
沖
無
垢
島

の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
、
点
ロ
と
点
ハ
を
結
ん
だ
直
線
、
点
ハ
か
ら
点
ニ
ま
で
の
間
の
地
無
垢
島
の
最
大

高
潮
時
海
岸
線
及
び
点
ニ
か
ら
臼
杵
市
飛
潮
埼
を
見
通
し
た
線
以
南
の
区
域
を
除
く
。

点
イ

津
久
見
市
沖
無
垢
島
東
端

点
ロ

津
久
見
市
沖
無
垢
島
南
端

点
ハ

津
久
見
市
地
無
垢
島
北
端

点
ニ

津
久
見
市
地
無
垢
島
南
端

二

禁
止
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
八
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

全
長
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
ま
こ
が
れ
い
の
採
捕
を
禁
止
す
る
。

た
だ
し
、
大
分
県
が
試
験
研
究
の
た
め
に
採
捕
す
る
場
合
及
び
大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
公
益
上
必

要
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長

小

野

眞

一

一

禁
止
区
域

伊
予
灘
及
び
豊
後
水
道
北
部
（
点
イ
と
点
ロ
と
を
結
ん
だ
直
線
、
点
ロ
か
ら
東
国
東
郡
姫
島
を
北
回
り

に
点
ハ
に
至
る
間
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
八
千
メ
ー
ト
ル
の
線
及
び
点
ハ
か
ら
点
ニ
を
通
る
直
線
を

順
次
に
結
ん
だ
線
以
南
か
ら
、
点
ホ
と
点
へ
と
を
結
ん
だ
直
線
（
点
ホ
か
ら
真
方
位
七
十
七
度
）
以
北
の

海
域
）
の
大
分
県
海
域

点
イ

豊
後
高
田
市
と
国
東
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点

点
ロ

点
イ
か
ら
磁
針
方
位
三
百
五
十
度
八
千
メ
ー
ト
ル
の
点

点
ハ

東
国
東
郡
姫
島
村
姫
島
灯
台
か
ら
山
口
県
熊
毛
郡
上
関
町
小
祝
島
西
端
見
通
し
線
上
八
千
メ
ー
ト

ル
の
点

点
ニ

山
口
県
熊
毛
郡
上
関
町
小
祝
島
西
端

点
ホ

津
久
見
市
と
佐
伯
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点

点
へ

愛
媛
県
宇
和
島
市
津
島
町
北
灘
権
現
山
頂
上

二

禁
止
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
九
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

釣
り
に
よ
る
全
長
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
い
さ
き
の
採
捕
を
禁
止
す
る
。

た
だ
し
、
大
分
県
が
試
験
研
究
の
た
め
に
採
捕
す
る
場
合
及
び
大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
公
益
上
必

要
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長

小

野

眞

一

一

禁
止
区
域

豊
後
水
道
（
大
分
県
関
埼
灯
台
か
ら
愛
媛
県
佐
田
岬
灯
台
に
至
る
直
線
以
南
の
海
域
）
の
う
ち
、
津
久

見
市
と
佐
伯
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
愛
媛
県
宇
和
島
市
津
島
町
北
灘
権
現
山

大
分
県
報
（
大
分
海
区
漁
調
委
告
示
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

一
〇



○
病
院
局
告
示

名

称

所

在

地

指
定
を
し
た
日

株
式
会
社
大
分
カ
ー
ド

大
分
市
中
央
町
二
丁
目
九
番
二
十
二
号

令
五
・

三
・

一

株
式
会
社
オ
ー
シ
ー

大
分
市
末
広
町
二
丁
目
三
番
二
十
八
号

〃

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
ニ
コ
ス
株
式
会
社

東
京
都
文
京
区
本
郷
三
丁
目
三
十
三
番
五
号

〃

頂
上
見
通
し
線
（
津
久
見
市
と
佐
伯
市
と
の
境
界
が
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
接
す
る
点
か
ら
真
方
位
七
十

七
度
）
以
北
の
大
分
県
海
域

二

禁
止
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
病
院
局
告
示
第
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
病
院
局
長

井

上

敏

郎

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

二

指
定
納
付
受
託
者
が
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
歳
入
等

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
大
分
県
立
病
院
の
利
用
に
係
る
料
金
等

大
分
県
報
（
大
分
海
区
漁
調
委
告
示
・
病
院
局
告
示
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

一
一


